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▲市の木
　　　「アカシア」
▲市の木
　　　「アカシア」 ▲市の花「つつじ」▲市の花「つつじ」

知りたい情報がいっぱい！知りたい情報がいっぱい！

くらしのお知らせ

暮らし・
　 手続き 市営住宅の入居者募集について暮らし・
　 手続き

 ・家賃は、その世帯の収入や扶養親族などにより
　異なります。
 ・駐車場使用料金が別途毎月かかります。（車を
　所有する方は駐車場の有無を必ず記入してくだ
　さい。）
 ・共益費が別途毎月かかります。
 ・入居できる時期は 11 月初旬以降となります。
 ・申し込みの際は、申込書・印鑑・住民票・所得
　が確認できる書類などを持参願います。
 ・団地によっては、浴槽及び風呂釜等を各自用意
　していただくことになります。

▼市営住宅の入居者および補欠入居者を募集します。
　詳しくは、下記へお問い合わせください。
　　①住宅困窮者の方で、市税などの滞納がないこと
　　②公営住宅法に定める収入基準に該当する方
　　③入居申込者および同居者が暴力団員でないこと
　　９月４日㈪～６日㈬　9：00 ～ 15：00
　　申込会場　市役所本庁舎１階　１号会議室 
　　※申込書は８月 28 日㈪～９月６日㈬まで
　　市・建築住宅課にて配布します。（土・日除く）　　　

対

申

●一般世帯向け住宅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●身障者向け住宅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　市・建築住宅課 　　　  42-2025問 ℡

団　地　名 規模・構造等
募集住宅内容

間　取 住戸面積 月額家賃
戸数 階数

沖 見 町 あ か し あ 団 地  鉄筋コンクリート造 4 階建 3 戸 1 階 3LDK 81.6㎡ 21,100 円～ 31,400 円

●高齢者向け住宅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

団　地　名 規模・構造等
募集住宅内容

間　取 住戸面積 月額家賃
戸数 階数

五 十 嵐 町 リ ラ A  鉄筋コンクリート造 10 階建 １戸 ５階 1LDK 52.5㎡ 16,100 円～ 23,900 円

五 十 嵐 町 リ ラ B  鉄筋コンクリート造 10 階建 ２戸 ２階・３階 1LDK 52.6㎡ 16,200 円～ 24,200 円

団　地　名 規模・構造等
募集住宅内容

間　取 住戸面積 月額家賃
戸数 階数

大 町 団 地 鉄筋コンクリート造 4 階建 75 戸 1 階～ 4 階 1LDK・3LDK 42.2㎡～ 72.8㎡ 9,900 円～ 26,400 円

は ま な す 鉄筋コンクリート造７階建 ２戸 3 階・6 階 2LDK・3LDK 63.9㎡～ 70.2㎡ 16,300 円～ 26,600 円

沖 見 町 あ か し あ 団 地 鉄筋コンクリート造 4 階建 47 戸 1 階～ 4 階 3LDK 76.2㎡～ 77.2㎡ 18,100 円～ 29,200 円

平 和 台 団 地 鉄筋コンクリート造 4 階建 48 戸 1 階～ 4 階 3LDK 63.4㎡～ 69.2㎡ 13,600 円～ 24,700 円

野 本 町 団 地 鉄筋コンクリート造 4 階建 １戸 ２階 3LDK 57.3㎡ 12,100 円～ 18,000 円

元 町 団 地 鉄筋コンクリート造 4 階建 ８戸 1 階・2 階・4 階 3LDK 67.1㎡ 15,500 円～ 23,400 円

平 和 台 団 地 木造　平屋建 １戸 1 階 3LDK 69.5㎡ 14,600 円～ 21,800 円

春 日 町 団 地 コンクリートブロック　平屋建 ２戸 1 階 1LDK 37.2㎡ 8,800 円～ 13,600 円
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留萌信用金庫本店

オロロンひまわり基金法律事務所
　　　　　（信和商事ビル２階４号室）

オロロンひまわり基金法律事務所

●相続・借金・過払金の相談無料

●業務時間／ 9：00 ～ 18：00  ●休業日／土・日・祝日 

女性・高齢者のご相談も
多く受けています。どうぞお気軽にご相談ください

弁護士   山村　晃一・相続・離婚・成年後見・不動産・交通事故
・企業のご相談・契約書作成・借金・過払金 など

法律相談随時受付　相談料 5,500 円（税込）
【相談までの流れ】①電話で事情を説明→②相談予約→③弁護士に相談
　　　　　　　　※お電話だけで終了した場合は、相談料は発生しません。
　　　　　　　　※低所得者向けの相談料援助制度（法テラス）も利用可。

暮らし・
　 手続き

法律に関する悩みごとはありません
か？（留萌市内無料法律相談会）

▼市民を対象にした無料法律相談会を開催しま
す。旭川弁護士会に所属する弁護士が、遺産相続
や離婚問題、金銭の貸借などの皆さんの相談に応
じます。相談会に参加するためには、前日までに
下記へ予約が必要です。なお、参加予約は先着順
となります。
●電話予約から相談会参加までの流れ　　　　　
①相談会の前日までに市・市民課へ電話する。
②相談時間を予約する。
※予約する際に相談内容をお伝えください。
③相談会当日、会場へ行き弁護士に相談する。
　　９月 20 日㈬
　　13：00 ～ 16：00（30 分× 6 枠分）
　　保健福祉センターはーとふる
　　９月 19 日㈫まで（土・日曜日は除く）
　　市・市民課
　　56-5003
問
℡

日

所
申

「９月の粗大ごみ収集日」について暮らし・
　 手続き

▼収集の申し込みは、収集日２日前（閉庁日はそ
の前の平日）の午後３時までに下記へお願いします。
●９月の粗大ごみ収集日　　　　　　　　　　　 

　　留萌南部衛生組合
　　43-2555 ／ 43-2588

日 所

問
℡

20 日㈬ 大町、瀬越町、港町、明元町、幸町、本町
21 日㈭ 寿町、礼受町、浜中町、沖見町、平和台
22 日㈮ 見晴町、宮園町、錦町、開運町、栄町

27 日㈬
三泊町、塩見町、春日町、元町、船場町、
花園町、末広町、旭町

28 日㈭
住之江町、泉町、野本町、千鳥町、元川町、
神居岩、堀川町、高砂町、五十嵐町

29 日㈮
緑ケ丘町、東雲町、南町、潮静、大和田、
藤山町、幌糠町、中幌、樽真布、南幌、
峠下町、東幌

▼総務省統計局では、10 月１日を期日に「令和
５年住宅・土地統計調査」を実施します。この調
査は、住生活に関する最も基本的で重要な調査で、
全国約３４０万世帯の方々を対象とした大規模な
調査です。
　９月から 10 月にかけ
て、北海道知事が任命し
た統計調査員が、対象の
世帯へ伺いますので、調
査へのご協力をお願いい
たします。
　　市・総務課　
　　42-1801　

暮らし・
　 手続き

暮らし・
　 手続き

ご存知ですか？「国民年金の任意加
入制度」

▼老齢基礎年金（65 歳から受給できる年金）は、
保険料を 20 歳から 60 歳になるまでの 40 年間
納めなければ、満額の年金を受給することができ
ません。
　国民年金保険料の納め忘れなどにより、保険
料の納付済期間が 40 年間に満たない場合は、60
歳から 65 歳までの間に国民年金に任意加入し、
保険料を納めることで満額に近づけることができ
ます。
　また、老齢基礎年金を受給するためには、10
年以上の加入期間が必要です。昭和 40 年 4 月 1
日以前に生まれた方が受給要件を満たしていない
場合は、70 歳まで国民年金に任意加入すること
ができます。
　また、海外に在住する日本国籍を持つ方も国民
年金に任意加入することができます。
　詳しくは下記までお問い合わせください。
　　市・市民課
　　42-1805
　　留萌年金事務所
　　43-7211

令和５年住宅・土地統計調査のお知
らせ

問
℡
問
℡

問
℡
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▼お子さんの成長に合わせた離乳食を楽しく作っ
てみませんか？
　詳しくは、下記へお問い合わせください。
●「Let’s ！離乳食
　　～親と子のこころを育てる離乳食教室～」
　　９月 15 日㈮ 10：00 ～
　　保健福祉センターはーとふる
　　生後４カ月～１歳未満の乳児とその保護者
　　10 組
　　無料
　　９月７日㈭までに下記へお申込みください。
　　（土・日曜日、祝日を除く）
※当日はエプロン、三角巾（又はスカーフ）、筆
　記用具、お子さんの飲み物（お茶、湯冷まし）
　などをご持参ください。
　　市・保健医療課
　　49-6050

日

問

「Let’s ！離乳食」開催のご案内健康・福祉・
子育て

℡

費
申

対
所

定

▼ 20 歳以上の男性を対象にした「男性のための
料理教室」を開催します。簡単でヘルシーなごは
んを皆さんで楽しく作って、おいしく食べません
か？
　　９月 21 日㈭　18：30 ～ 20：30
　　保健福祉センターはーとふる２階
　　栄養指導室・調理室
　　15 名（定員になり次第締め切り）
　　調理実習、試食のほか、講話があります
　　５００円
　　９月13日㈬までに下記へお申込みください。
※当日はエプロン、三角巾、筆記用具をご持参く
　ださい。
　　留萌市食生活改善推進員協議会事務局
　　（市・保健医療課内）
　　49-6050

教育・文化・
スポーツ

「男性のための料理教室」に参加し
ませんか

問

日
所

定

費
申

℡

▼９月の催しおよび休館日は、下
記のとおりとなります。
　詳しくは、下記へお問い合わせ
ください。

教育・文化・
スポーツ 図書館からのお知らせ

●乳幼児向けおはなし会（おはなし玉手箱）　　　　　　
・  ６日㈬ 11：00 ～「おいし～！」　
・23 日㈯ 11：00 ～「おそら」
●ブックリサイクル古本市　　　　　　　　　　
　（除籍本の無料配布、古本の安価販売）
・24 日㈰ ９：00 ～ 14：00
●休館日　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

【月曜休館】
・  ４日㈪ ／ 11 日㈪ ／ 18 日㈪ ／ 25 日㈪
【館内整理休館】
・29 日㈮
　　市立留萌図書館
　　42-2300
問
℡

▼市内でもヒグマの目撃情報が多数寄せられてい
ます。これからの時期、山菜採りなどで野山に入
る際には、ヒグマに遭わないためにも、次のこと
に注意してください。
●ヒグマに遭遇しないために　　　　　　　　　
◎一人で野山に入らないようにしましょう。
◎鈴など音の出るものを身に着けましょう。
◎薄暗い時間帯の行動は控えましょう。
◎ヒグマの足跡やフンを見つけたら引き返しま
　しょう。
◎弁当の食べ残しやゴミは、必ず持ち帰りましょう。
※ヒグマの足跡やフンなどを見つけた場合は、
　市・環境保全課または留萌警察署に連絡してく
　ださい。
　　市・環境保全課
　　42-1806　
　　留萌警察署
　　42-0110

問
℡
問
℡

ヒグマにご注意ください！その他

内
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▼相続が発生すると、亡くなられた方名義の預金
の払戻しを始めとする様々な手続に、大量の戸籍
書類一式をそれぞれ個別に提出する必要がありま
す。
　法廷相続情報証明制度は、法務局に申出書、戸
籍書類一式及び相続関係を示した図（法定相続情
報一覧図）を提出すれば、法定相続人の証明書を
何通でも無料で取得できる制度です。亡くなられ
た方の相続登記、預金の払戻し、相続税の申告、
年金手続きなどに戸籍書類一式の提出が省略でき
ますので、大変便利です。
　ご検討される方は、旭川地方法務局登記部門ま
でお気軽にお問い合せください。
　　https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/p
　　age7_000013.html
　　旭川地方法務局登記部門
　　0166-38-1166

法定相続情報証明制度のご案内市以外の
お知らせ

▼公共事業、復興事業などの土地利用を阻害する
所有者不明土地の問題は、相続登記がされないこ
とが大きな原因となっています。
　そこで、所有者不明土地の発生予防の観点から、
不動産登記が改正され、令和６年４月１日から相
続登記が義務化されることとなりました。
　これにより、不動産を所有する方が亡くなられ
た場合、その相続人は、所有権の取得を知った日
から３年以内（遺産分割協議の場合、話し合いが
まとまった日から３年以内）に相続登記の申請を
しなければならないこととなりました。これらは、
すでに発生している相続も対象となり、令和６年
４月１日から３年以内に相続登記が必要となりま
すので、ご注意ください。
　　https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_
　　00343.html
　　旭川地方法務局登記部門
　　0166-38-1146

市以外の
お知らせ 相続登記の義務化が始まります

HP
HP

℡
問℡

問

市以外の
お知らせ 留萌～札幌間の札幌駅バスのりばが変わります（令和５年 10 月１日 ㈰ 始発より）

▼新幹線延伸による札幌駅バスターミ
ナル廃止・閉鎖に伴い、留萌～札幌間
の札幌駅周辺の各路線バスのりばが変
わります。
◎移転期間
　10 月１日～令和 10 年度中
◎移転後乗降場所
　沿岸バス…札幌駅前 「32 番」のりば
　中央バス…日本生命札幌ビル横 
　　　　　　「５番」のりば
　※乗降場所及び窓口の詳細場所は図
　　のとおり
　　札幌市コールセンター
　　011-222-4894℡
問
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▼建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき
建設現場労働者の福祉の増進と建設業を営む中小
企業の振興を目的として設立された退職金制度で
す。
　この制度は、事業主の方々が、労働者の働いた
日数に応じて掛金となる共済証紙または退職金ポ
イントを積み立て、その労働者が建設業界で働く
ことをやめたときに建退共から退職金を支払うと
いう、いわば業界全体での退職金制度です。電子
申請方式の活用で、手続きが便利になっています。
　ホームページ「建退共」に、制度説明動画、
Q&A などの建退共制度の知りたい情報が記載さ
れています。
※地震などにより災害救済助法が適用された皆様
　に対し、各種手続きの特例措置を実施しています。
※詳しくは最寄りの建退共支部へ
　お問い合わせください。
　　建設業退職金共済事業
　　北海道支部
　　011-261-6186

知っていますか？建退共制度市以外の
お知らせ

北海道苦情審査委員制度のご案内市以外の
お知らせ

▼道が行った業務や制度の内容を審査する制度
が、「北海道苦情審査委員」制度です。皆さん自
身の利害に関する苦情であれば、苦情審査委員に
申立てができます。皆さんに代わって、苦情審査
委員が公正で中立的な立場から、道の関係機関に
対し、必要な調査などを行います。審査の結果、
道の業務に不備な点や制度に問題があるときは、
道の機関に是正や改善を求めます。もちろん、個
人情報の保護にも十分配慮します。
　苦情申立ての窓口は、道庁の道政相談センター
または留萌振興局総務課です。苦情申立書及び
リーフレットを用意しています。
　苦情申立書に必要な事項を記入し、苦情申立て
の窓口に提出してください。また、郵送、ファッ
クス、メールでも申立てができます。
※電話や匿名での申立ては受け付けていません。
　　北海道総合政策部知事室道政相談センター
　　〒 060-8588  札幌市中央区北３条西６丁目
　　011-204-5523（直通）
　　011-241-8181
　　kujyou.koueki@pref.hokkaido.lg.jp
　　留萌振興局総務課
　　42-8404

▼ 10 月１日着工の工事から、石綿含有に関する
事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者」等が
行うことが必要です。石綿障害予防規則により、
工事の規模にかかわらず、工事対象となるすべて
の範囲について石綿が含まれているか事前に調査
を行う必要があります。今回、この調査は上記の
調査者が行うこととされました。
　詳しくは北海道労働局のホームページ内の「石
綿障害予防対策について」をご覧ください。
　　北海道労働局労働基準部健康課
　　011-709-2311（内線 3563）
　　留萌労働基準監督署
　　42-0643

市以外の
お知らせ

▼国土交通省及びナスバ（独立行政法人自動車事
故対策機構）では自動車事故被害者に対し、以下
のような取り組みを行っています。

【国土交通省】　　　　　　　　　　　　　　　　
・短期入院、短期入所協力事業
・介護者なき後に備えるための情報提供
　　http://www.mlit.go.jp/jidosya/anzenrel
　　ief/accident/aftereffect.html
　　国土交通省自動車局保証制度参事官室
　　03-5253-8111（内線 41418）

【ナスバ（自動車事故対策機構）】　　　　　　　 
・介護料の支給
・短期入院、短期入所費用助成（対象：介護料受
給者）
・療護施設の設置、運営・交通遺児等貸付制度
・介護者なき後に備えるための情報提供など
　　http://www.nasva.go.jp/sasaeru/index.
　　html
　　自動車事故対策機構　札幌主管支所
　　011-218-8155

市以外の
お知らせ 自動車事故被害者支援制度について

℡
問

建築物の解体・改修・各種設備工事を
行う施工業者の皆様・発注者の皆様へ

問

℡

℡
問
メ-ル
FAX

北海道労働局ホーム▶
ページＱＲコード

問
℡

問

℡

　全国の交通事故被害者及びその家族など
へ、ナスバの支援制度や相談先にお困りの場
合には各種無料で相談できる窓口を電話で紹
介しています。
　　0570-000738（土、日・祝日・年末年始
　　を除く 10：00 ～ 12：00、13：00 ～
　　16：00）

　ナスバ（NASVA）　　　　  　
　交通事故被害者ホットライン     

HP

HP

問
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℡

問
℡
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▼マイナンバーカード関係手続きに関する臨時開庁をします。
　　【休日臨時開庁】９月 10 日㈰ 9：00 ～ 17：00
　　【夜間延長開庁】９月 11 日㈪、25 日㈪ ～ 20：00 まで延長
●対応手続　マイナンバーカードの申請・受取、マイナポイントの申請など
◎マイナンバーカードの申請・受取に必要なもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　【申請】身分証をお持ちください
　・免許証など顔写真付き公的機関発行のもの…………………１点
　・保険証、年金手帳など顔写真なし公的機関発行のもの……２点
　【受取】交付通知書記載の必要書類をお持ちください

◎マイナポイントの申請に必要なもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・マイナンバーカード（及び４桁暗証番号※利用者用電子証明が有効なものに限る）
　・対象キャッシュレス決済サービス
　・ご本人名義預金通帳等（公金受取口座登録希望の場合）
　　市・市民課　　　　42-1805

※高齢者 (75 歳以上 ) や高校生以下のお子様のカードを代理で受け取る際等の要件が緩和
されました。代理受取を希望される場合、下記までお問い合わせください。

日

問 ℡


